
◇委員担当地区《R7.9.11～26 ヒアリング》

◇全員評価地区《R7.9.25 ヒアリング》
・水産基盤整備事業費 石狩湾周辺【天塩町、遠別町、初山別村、羽幌町、苫前町、小平町、留萌市、

増毛町、石狩市、小樽市、余市町、古平町、積丹町】
・火山砂防事業費 富良野川（下流堰堤群）【上富良野町】

令和７年度政策評価（公共事業再評価）の審議経過：公共事業評価専門委員会

１ 令和７年度第２回公共事業評価専門委員会《R7.7.31》

◇担当委員
渡部委員長、有村副委員長、泉委員、柏木委員、厚井委員、千葉委員

◇評価対象
道が実施する公共事業（国庫補助事業等）の施工地区のうち、事業採択後や再評価後に５年経過している地

区及び直近の公共事業評価から10億円以上の増額地区等が対象

◇対象地区数
65地区（農政部26地区、水産林務部13地区、建設部26地区）
・大規模増額等地区 27地区（農政部10地区、水産林務部6地区、建設部11地区）
・その他の地区 38地区（農政部16地区、水産林務部7地区、建設部15地区）

◇評価の視点
(1) 事業の進捗状況 (2) 事業の実施に伴う経済効果等 (3) 事業コスト縮減の取組
(4) 事業の必要性 (5) 事業を推進する上での課題 (6) 事業の達成見込み

・令和7年度公共事業再評価における実施方針を決定
・公共事業再評価対象65地区の決定
・大規模増額地区 26地区（全員評価2地区・委員担当地区24地区）、その他の地区 39地区を決定
・その後、８月下旬に「その他の地区：1地区（林道整備事業費 桧倉川支）」について、大幅な事業費増が
発生したため、大規模増額等地区（個別委員担当地区）に変更

・大規模増額地区 27地区（全員評価2地区・委員担当地区25地区）、その他の地区 38地区を評価

２ ヒアリング《R7.9.11 ～ 9.26》

４ 令和７年度第４回政策評価委員会《R7.10.31》

◇審議・報告結果
公共事業再評価対象65地区
二次政策評価（案）対処方針「継続」を了承

３ 令和７年度第３回公共事業評価専門委員会《R7.10.15》
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